
私立幼稚園（新制度移行園）の手続き

１．保育料

· 保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。

入園希望の園又は園所在地の市町村にご確認ください。

（注 1）満 3歳に達する日（3歳の誕生日の前日）以降の最初の 3月 31 日までの間

保育を必要としない

3～5歳児

保育を必要とする

3～5歳児

保育を必要とする

満 3歳児（注 1）

要件 なし
保育が必要な事由に

該当

住民税非課税世帯か

つ保育が必要な事由

に該当

必要な

認定

１号認定

（教育標準時間認定）

１号認定

（教育標準時間認定）

＋

施設等利用給付認定

（預かり保育、２号）

１号認定

（教育標準時間認定）

＋

施設等利用給付認定

（預かり保育、３号）

利用料

（保育料）

無償

（保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。）

預かり

保育料
対象外

a と b のいずれか低

い方の金額が無償化

（月額 11,300 円上

限）

a.月の利用日数×

450 円

b.月の預かり保育料

a と b のいずれか低

い方の金額が無償化

（月額 16,300 円上

限）

a.月の利用日数×

450 円

b.月の預かり保育料



２．手続き

  無償化の対象 書類の提出 請求手続き

保育を必要と

しない

3～5歳児

保育料 ○必要 ×不要

保育を必要と

する

3～5歳児

保育料

○必要

×不要

預かり保育料 ○必要

保育を必要と

する

満 3歳児

保育料 ×不要

預かり保育料 ○必要



３．提出書類

· 認定にかかる申請をされる場合は、必ず事前に入園予定または在園幼稚園にご

相談のうえ、提出するようにしてください。

（１）必要な書類

（２）提出先

三宅町教育委員会事務局 教育総務課（三宅町文化ホール内）

時間 ： 月曜日から金曜日（祝日を除く） 午前 9時 00 分～午後 5時 00 分

場所 ： 〒６３６－０２１３ 奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９

電話 ： ０７４５－４４－３０７９

保育を必要としない

3～5歳児

保育を必要とする

3～5歳児

保育を必要とする

満 3歳児（注 3）

認定

手続き

①支給認定申請書

②個人番号の提供書

③園が発行する入園

許可証

①支給認定申請書

②個人番号の提供書

③園が発行する入園

許可証

＋

④認定・変更申請書

(法第 30 条の 4第 2号）

⑤下記４に記載する

添付書類

①支給認定申請書

②個人番号の提供書

③園が発行する入園

許可証

＋

④認定・変更申請書

(法第 30 条の 4第 3号）

⑤下記４に記載する

添付書類

請求

手続き
不要

預かり保育に関する

①請求書

②証明書兼領収書

預かり保育に関する

①請求書

②証明書兼領収書



４．預かり保育の利用

（１）認定手続き

· 預かり保育料について無償化を受ける場合には、幼稚園利用のための「支給認定

申請書」の他に、預かり保育利用のための「認定・変更申請書」などの提出が必

要になります。また、認定には、保育を必要とする事由に該当する必要があり（第

3号は住民税非課税世帯である必要もあり）、申請書と併せて添付書類が必要と

なります。

· 添付書類については、下記（３）保育を必要とする事由および添付書類を参照く

ださい。

（２）請求手続き

· 預かり保育料については、一旦幼稚園にお支払い頂き、認定後に案内する期限ま

でに保護者の方が請求書と併せて幼稚園から発行される証明書兼領収書を教育

委員会へ提出してください。（認定後に別途案内します。）

（３）保育を必要とする事由および添付書類

· 預かり保育料について無償化を受けるためには、児童の保護者全員が次のいず

れかの事由に該当している必要があります。

· 認定申請の際は申請書と併せて添付書類を提出してください。



保育を必要とする事由・添付書類一覧

（注 2）就労していても、月を単位とした就労時間が 60 時間以上労働することを常

態としていない場合は、保育を必要とする事由に該当しません。

（注 3）産前・産後各 8週間には、産前 8週目の日の属する月の 1日から、産後 8週

間目の日の翌日の属する月の末日までの期間が該当します。 

保育を必要とする

事由
要件・期間等 添付書類（下線は参考様式あり）

就労

（自営業・内職含む)

月の就労時間が 60

時間以上（注 2）

・就労証明書（内定の場合はその証明）

・自営証明書(確定申告書、営業許可証、開

業届等を添付)、農業従事証明書等

妊娠・出産
産前・産後各 8週間

（注 3）

母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日の記

載ページ)、又は妊娠・出産申告書

就学

（職業訓練を含む）

卒業 （終了） 予定

日の月末まで

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

及び時間割表

疾病・障害 小学校就学前まで
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳の写し又は疾病・障害等状況申告書

同居又は長期入院

等をしている親族

の介護・看護

小学校就学前まで

介護・看護状況申告書及び介護が必要である

ことがわかる書類(診断書、介護保険証の写

し等)

求職活動

（起業準備を含む）
最大 60 日間

求職状況申立書又は求職活動を行っている

旨の証明書

災害復旧 小学校就学前まで 罹災証明書

その他 町が認める期間
三宅町教育委員会事務局までお問い合わせ

ください。


